
－・一次判定結果の要介護度 区分でみた  

二次判定での一次判定の変更割合の比較  

l－   
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ニ次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
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度区外 介護1相当）   （一次判定結果における要介護要   

月判 

＝ 

． 

月判  

月判定   

月判定  
※経過措置適用蓑  

0．0％  10．0％   20．0％   30．0％   40■0％   50・0％   60・0％   70・0％   80・0％   90・0％ 100・0％  

口重度変更された  口軽度変更された  臼変わらない   

※経過措置適用後は更新申請者のみ経過措置の適用データを使用   

2009年4月・5月判定は要支援1及び要介護1をあわせて「要介護1相当」としている  ′占．へ 与J   



ニ次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
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ニ次判定での一次判定結果の変更割合の比較  
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